
浜中町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例 Q＆A 

 

Q1.この条例を制定した意味は？ 

A　浜中町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例の骨子（１）目的のと

おりとなりますが、豊かな自然環境及び安心安全な生活環境の保全及び形成と再

生可能エネルギー発電施設との調和を図るため、必要な事項を定め、潤いのある

豊かな地域社会の発展に寄与することを目的としています。 

 

Q2.条例の対象となる再生可能エネルギー発電施設は？ 

A　①発電出力が１０ｋW 以上の太陽光発電施設です。ただし以下のものは除きま

す。 

　　・建築物の屋根又は上に設置するもの。 

　　・建築物と併設されるもので、主にこの建築物で自己消費を目的とするもの 

　　　※自己託送発電は条例の対象となるので届出が必要です。 

　　②高さ１５ｍ以上の風力発電施設です。 

 

Q3.再生可能エネルギー発電事業の禁止区域は？ 

A　・地すべり防止区域 

　　・急傾斜地崩壊危険区域 

　　・土砂災害警戒区域 

　　・土砂災害特別警戒区域 

　　・保安林 

　　・国指定史跡名勝天然記念物 

　地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域、土砂災害特別

警戒区域については以下の URL から調べることが可能です。 

　https://www.njwa.jp/hokkaido-sabou/ 

 

Q４.再生可能エネルギー発電事業の抑制区域は？ 

A　・河川区域、河川保全区域 

　  ・砂防指定地 

　　・農業振興地域内の農用地区域 

　　・国定公園（特別地域及び普通地域） 

　　・鳥獣保護区 

　　・景観形成重点区域 

　　・ラムサール条約登録湿地 

 

 

https://www.njwa.jp/hokkaido-sabou/


Q５.届出前に事業内容の説明が必要な周辺関係者の定義は？ 

A　建設予定地の境界１００ｍの区域の「土地又は建築物の所有者や生活者など、

これらと同程度の生活環境上の影響を受けるとされる者及び建設予定地に属する各

町内会・自治会等の代表者」です。建設予定地の境界１００ｍの区域のイメージは

以下の例となります。 

※集合住宅については、一部でも該当区域となった場合、その集合住宅の入居者全

てが周辺関係者となります。 

　（例） 

　　  

 

Q６.周辺関係者への説明はどのように行えば？ 

A　建設当該地域での住民説明会や、該当地域宅への訪問により行ってください。

やむを得ず不在などにより周知が難しい場合は、電話や郵便等により行ってくださ

い。 

 

Q７.周辺関係者への説明後町への報告はどのように提出すれば？ 

A　HP に掲載されている、浜中町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例

（様式１～１６号）の、様式第７号「事前周知説明会結果報告書」及び、様式第８

号「事前周知説明結果報告書」に記載し提出してください。 

※様式第７号「事前周知説明会結果報告書」は説明会開催による周知の際に、様式

第８号「事前周知説明結果報告書」は個人に対して周知した結果を下記を参考に記

載してください。 

 

 



 

 



 

　 

 

その他、ご不明な点等ございましたら、お問い合わせ先へご連絡ください。 

　（お問い合わせ先） 

　　浜中町役場住民環境課環境政策係 

　　電話：０１５３－６２－２２０４


